
船舶事故等調査報告書 

                                    平成２４年３月２９日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１１神第２７号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２３年２月２日（水） ０６時５５分ごろ 

発生場所 和歌山県和歌山市田倉埼南西方沖 

和歌山市所在の田倉埼灯台から真方位２４５°２,０５０ｍ付近 

（概位 北緯３４°１５.５′ 東経１３５°０２.５′） 

事故等調査の経過  平成２３年２月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 杣野
そまの

丸、３.８トン 

   ＷＫ３－２２１１５（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ モーターボート 海神
わだつみ

丸、５トン未満（長さ７.９２ｍ） 

   ２５２－２３３０９和歌山、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾部外板に破口及び操舵室に破損 

Ｂ 船首部外板に擦過傷 

 事故等の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、機関を中立として船首がほぼ東に向

いた状態で１本釣りの操業を行いながら漂泊中、Ｂ船は、船長Ｂが１人で

乗り組み、釣り場移動のために手動操舵により約１０ノット（kn）の対地

速力で南進中、平成２３年２月２日０６時５５分ごろ、田倉埼南西方沖に

おいて、Ａ船の左舷船尾部とＢ船の船首部とが衝突した。 

 船長Ａは、右舷船尾部に座って仕掛けを投入することに注意を向けてい

たところ、衝突直前に左舷後方に迫ったＢ船を認め、機関を前進にかけた

が間に合わなかった。 

船長Ｂは、魚群探知機の魚群の影像を探すことに注意を向けて航行中、

衝撃を感じて船首方を見たところ、Ａ船が見えたので衝突したことに気付

いた。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ３、視界 良好 

海象：潮汐 高潮時、潮流 約２.５knの北流 

 その他の事項  本事故当日の日出時刻は、０６時５７分であり、薄明るくなっており、

周囲の船舶を視認できる状況であった。 

両船は、いずれも法定灯火を表示していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、田倉埼南西方沖において漂泊中、船長

Ａが、見張りを行っていなかったことから、衝突

直前にＢ船に気付き、Ｂ船と衝突したものと考え

られる。 



 Ｂ船は、田倉埼南西方沖を南進中、船長Ｂが、

見張りを行っていなかったことから、前路で漂泊

中のＡ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考え

られる。 

原因  本事故は、日出前の薄明時、田倉埼南西方沖において、Ａ船が漂泊中、

Ｂ船が南進中、両船が見張りを行っていなかったため、両船が衝突したこ

とにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

 ・航行中は操船に専念すること。 

 




